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令和７年度長野県伝統的工芸品産業振興審議会 議事録 

 

日  時 ： 令和７年９月１日（月） 14時から 16時まで 

場  所 ： ⻑野県庁本館棟 特別会議室 

出席委員 ： 東俊之委員、石川義宗委員、大畑俊隆委員、粂井裕至委員、 

小岩井カリナ委員、小沼百合香委員、小林広幸委員、 

鈴木幸一委員、常田浩二委員、古畑久哉委員、矢島里佳委員 

以上 11名 

        （小沼委員、古畑委員はオンライン参加） 

 

１ 開会  

【事務局（産業技術課 樋口企画幹兼課長補佐）】 

それでは定刻になりましたので、ただいまから「長野県伝統的工芸品産業振興審議会」を

開会いたします。 

本日は暑い中、また大変お忙しい中ご出席をいただきまして誠にありがとうございます。 

私は本日進行を務めます産業技術課の樋口と申します。よろしくお願いいたします。 

それでは開会にあたりまして、米沢産業労働部長から挨拶を申し上げます。 

 

２ 挨拶 

【米沢産業労働部長】 

皆さんこんにちは。産業労働部長をしております米沢一馬と申します。 

本日はお忙しい中、本審議会にお集まりをいただき、誠にありがとうございます。 

伝統的工芸品産業に関しましては、令和６年３月に策定した長野県伝統的工芸品産業振

興方針の３本柱のひろげる、つなぐ、のばすの取組に基づく基本的施策に加え、審議会のご

意見から得られた新たな視点に基づく挑戦的に実施していく施策の両輪により振興を図っ

ているところでございます。 

具体的には、昨年度の審議会のご意見を踏まえ、新たに海外展開を見据えた新商品開発を

支援する事業や、STEAM教育の視点から、学校での活用を目的とした伝統的工芸品の教材を

作成する事業に取り組んでいるところでございます。 

また昨年度は、県内全ての伝統的工芸品を一堂に展示する常設展示場が木曽くらしの工

芸館に整備されましたが、その取組に対し、県民参加型予算を活用し、補助金で支援させて

いただき、伝統的工芸品の魅力発信にも注力しているところでございます。 

加えて、今後は県と市町村の役割分担を整理しながら、小規模組合組織の活性化や、他の

組合との連携等による活動を支援する施策や、新たな技術と伝統的な技術のコラボレーシ

ョンにより、新しい製品の開発にも取り組んでいきたいと考えています。 

本日の審議会の議題は２点ございます。 
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１点目は、伝統的工芸品産業振興施策についてご意見をお伺いしたい。２点目は、長野県

伝統的工芸品の新規指定について。昨年度は２件ございましたが、今年度は公募したところ

１件、松本押絵雛の申出がございましたので、ご意見を伺いたいと思っております。 

限られた時間ではございますが、活発なご議論を期待しております。よろしくお願いしま

す。 

 

３ 自己紹介（新任委員） 

【事務局（産業技術課 樋口企画幹兼課長補佐）】 

本審議会委員の選任についてご報告申し上げます。本年４月 1 日付けで県教育委員会総

合教育センター教科教育部専門主事の常田浩二（ときだ こうじ）様を委員として任命いた

しました。 

今回の任命でございますが、異動となりました城本重慶（しろもと しげよし）様の後任

で、任期は前任者の残任期間であります令和８年３月末までとなっております。教育関係の

お立場からご意見をいただければと思っております。それでは常田委員、自己紹介をお願い

いたします。 

 

【常田委員】 

ご紹介いただきました長野県総合教育センターの常田と申します。４月から任命いただ

き、審議会に参加させていただきます。よろしくお願いします。 

 

【事務局（産業技術課 樋口企画幹兼課長補佐）】 

ありがとうございました。 

それでは本日の会議でございますが、オンラインを活用したハイブリッド形式での開催

とさせていただきます。小沼委員と古畑委員がオンラインでの参加となります。よろしくお

願いします。本日は委員総数 11名全員のご出席をいただいております。 

長野県伝統的工芸品産業振興審議会運営要綱第３条第２項の規定により、過半数以上の

出席となっておりますので、本日の会議は成立していることをご報告申し上げます。 

次に、県関係者、事務局の出席でございますがお手元に配付しました出席者名簿のとおり

でございますので、ご確認をいただきたいと思います。会議資料でございますが、事前にメ

ール等でお送りさせていただきました。本日、出席者名簿等を加えまして、改めて紙媒体で

配布しましたので、ご確認をお願いします。また、オンライン参加の委員の方もご確認をお

願いします。資料等なければ、また事務局の方でお配りしますので、ご確認をお願いしたい

と思います。 

本日の会議でございますが、会議の発言は録音をさせていただき、後日、議事録として取

りまとめる予定でございます。発言につきましてはマイクを通していただいて、できるだけ

マイクに近づいて発言いただきますようお願いします。審議会の終了でございますが、午後

４時を予定しておりますのでよろしくお願いします。 

それではこれより議事に入ります。 

当審議会の議長につきましては、運営要綱第３条第１項の規定により、会長が務めること
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とされておりますので、鈴木会長に進行をお願いします。それでは鈴木会長よろしくお願い

します。 

 

４ 議事 

【鈴木会長】 

 皆さんこんにちは。会長を務めております長野県中小企業団体中央会の鈴木と申します。

よろしくお願いします。 

本日は、長野県伝統的工芸品産業振興方針に位置づけられております今後検討すべき施

策について視点１から視点６までについて議論をいただきたいと思います。また、２点目と

しまして、長野県知事指定の伝統的工芸品の新規指定に関してご意見をいただこうと思い

ます。活発な議論となりますようご協力をお願いいたします。 

それでは議事を進めてまいります。 

伝統的工芸品産業振興施策について、本日、一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会の佐

藤卓（さとう たかし）専務理事にお見えいただいております。全国の様々な取組事例を紹

介していただき、この後の議論の参考にしたいと考えておりますので、ご了承いただきたい

と思います。 

それでは佐藤専務理事、取組の紹介等よろしくお願いします。 

 

【佐藤専務理事】 

それではご紹介いただきました伝統的工芸品産業振興協会の佐藤でございます。よろし

くお願いします。 

資料１－１に従いまして伝統的工芸品というのはどのような施策を講じているのかとい

うことよりも、産地は今どのような状況なのかというのを説明させていただこうと思って

います。 

国として、伝統的工芸品産業はこのような問題点があるというところをまとめておきま

した。これは全国ほぼ共通の問題点です。 

伝統工芸ではなくて、なぜ伝統「的」工芸品と称するのかということを説明します。文化

庁は伝統工芸と称しますが、経済産業省は伝統的工芸品と称します。「的」というのは伝統

的な技術や原材料を使って、今の生活に合うものを作っていこうという意味です。昔と同じ

ものを作るのではなくて、常に現在の生活に使えるものを作っていく。そこに伝統技術が使

えるのだということで伝統的工芸品の所管が経済産業省になっております。伝統的工芸品

を産業として扱い、1人ではなく、複数の方が産地で工芸品を作って販売しているというこ

とで経産省の所管になっています。 

最近では日本国内よりもサステナブルという点で、海外が伝統的工芸品に注目をしてい

ます。日本国内では忘れられているのですが、改めて海外に伝統的工芸品の良さを PRして

日本へ逆輸入するということも私の視野にあります。 

大阪・関西万博に佳子内親王がいらっしゃったっていう記事をご覧になった方はいらっ

しゃいますか。佳子内親王が工芸品の体験をされたのは、伝統的工芸品産業振興協会のブー

スです。一時間ぐらいは入場規制をしまして、津軽塗の研ぎ出しや、組紐を製作いただきま
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した。 

佳子内親王は日本工芸会の総裁ですが、伝統的工芸品にも目を向けてくれたことを嬉し

く思います。 

伝統的工芸品は問題点を多く抱えておりますが、今一度脚光を浴びて、伝統的工芸品をも

う一度社会で使っていこうという意思が私にはあります。伝統的工芸品産業における振興

の課題を記載していますが、さらに大きく３つにまとめてきました。 

１点目、「地元需要を開拓して生産」２点目「職人の育成と報酬確保」３点目「産地振興

の受け皿組織再構築」この３点を新たな挑戦として記載しました。 

１点目「地元需要を開拓して生産維持」についてです。 

伝統的工芸品産業振興協会のある青山スクエアには全国 243 産地から伝統的工芸品が集

まってきます。そこには漆もあり、木曽漆器もございます。 

全国では漆といえば木曽漆器ではなく、輪島塗になってしまう。漆だけでも全国から工芸

品が集まりますが、漆の好きな方は漆の工芸品をたくさん買っていくわけではない。どの産

地の漆の工芸品を購入するわけではなく、漆の工芸品から１つ購入して終わってしまいま

す。 

全国の伝統的工芸品が集まっている青山スクエアは、強豪が揃うので競争が激しくなっ

てしまう。売れるところに商品を持っていき、売ればよいという議論が出ますが、必ずしも

成功するわけではない。 

伝統的工芸品というのは、それぞれの地元で使った道具です。まず地元に優先して使って

もらわないと、産業として支えていくことができません。地元の需要というのをもう一度見

直してみよう。実際に地元で使っていますか。もっと外に売るのではなくて、地元にもっと

使えるようにしようということです。 

約３年前の事例ですが、伝統的工芸品の全国大会を秋田県で開催したとき、稲庭うどんを

川連漆器でふるまってくれたということがありました。地元で伝統的工芸品を使う活動を

していくと、地元の人たちにも伝統的工芸品産業を支えていく気持ちが出てくる。このよう

な取組も一つ提案ということで紹介しました。 

２点目「職人の育成と報酬確保」についてです。育成は全国様々な産地で取り組んでいま

す。後継者を募集すると全国から希望者が集まってきます。育成が課題かというと、決して

育成は課題ではない。育成は入口です。しかし、数年したら離職してしまったというのが現

実です。理由は稼げないからです。立派な技術を身につけたが、それで生活ができるかとい

うと、生活ができない状態。これをどう改善するかというのが大きな課題です。 

有名な産地で高価な伝統的工芸品の生産者でも、労働時間で割り返した時給を尋ねると

数百円との回答がある。それでは技術のある職人がいなくなる。後継者を応募して伝統技術

を身に付けても生活ができない。 

３点目「産地振興の受け皿組織の再構築」についてです。国は産地指定をするときの条件

として受け皿（団体）を作りなさいとしています。 

職人であれば 30 人以上、企業数であれば 10 社以上でそれを受け皿として、メンバーの

半数以上が参加している組合組織、または任意組合を団体の要件としています。 

受け皿は組合が中心でしたが、その組合が危機に陥っています。組合加入者がどんどん減
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っています。伝統的工芸品の需要が減少し、職人も高齢者が多いので組合を脱退される方が

増えている。多くの組合で組合組織を維持できないという状態に陥っています。 

大きな産地だから組合組織は安定だろうと思っていても、実は大変という状況があり、加

入者数の少ない産地組合は組合事務局職員を雇用できない。そのため、組合代表者のところ

に事務局を設置している組合が多い。 

解決するにはお金の問題があります。組合を運営するだけの会費が集まらないから、事務

局を設置できず、組合を解散してしまう。国としては伝統的工芸品として指定しているので、

産業として維持していきたい。しかし、組合を解散してしまっては、産業になりませんので、

伝統的工芸品産業振興協会は県や市町村から呼び出され、産地へ赴きます。 

組合解散事例として琉球漆器事業協同組合があります。 

琉球漆器は首里城の塗り替えがあるため、職人の仕事は途切れませんが、組合組織は解散

してしまいました。私や沖縄県の担当者、沖縄県中央会の担当者に来ていただき、今後につ

いて相談すると、もう一度若い職人で組合を運営することになりました。 

このような事例もありますが、組合任せではなくて、産地としてみんなで知恵を絞りなが

ら組合組織を運営していかないと、産地が維持できなくなってしまう。 

経済産業省は産地組合が解散しても工芸品指定を解除しない姿勢でいます。いずれ組合

組織が復活する可能性があるので指定解除はしません。指定解除してしまうと復活の可能

性がなくなってしまうので、工芸品を生産したい方が現れたら、生産ができる環境を整えれ

ばよいとしています。 

「需要を開拓して生産を維持」について、内山紙の事例を紹介します。 

全国的に和紙の産地は多く、卒業証書を自分たちで漉くという取組をしている和紙の産

地があります。内山紙だけでなく、島根県の石州和紙や鳥取県の因州和紙も卒業証書の紙漉

きに取り組んでいます。産地の方とお話すると、「全小中学校で取り組んでくれればよいの

に。」という話になりますが、残念ながら実現には至らない。 

特定の学校または申請のあった学校しかできないという現状です。行政としてこの取組

をしていただければ、卒業証書は自分たちで漉いたものや地元の紙を使ってもらうことが

でき、需要を維持できるのですが、それがまだうまくいってない現状です。 

教育委員会から「卒業証書は自分たちで紙漉きをしよう」と取り組んでくださればいいと

淡い期待をもっています。 

秋田県湯沢市では学校給食で川連漆器を使っています。地元の皆さんが川連漆器を提供

して取組が始まり、その取組は NHKやイギリスの放送局、秋田放送で取り上げられて放送さ

れました。秋田県湯沢市は学校給食での漆器の活用にも取り組んでいますが、湯沢の地酒で

乾杯セット（稲庭うどん、いぶりがっこ、お酒の３点で構成されたメニュー）という取組も

しています。川連漆器を購入してくれた飲食店が乾杯セットをメニューとして提供する際

に追加で補助をしています。飲食店の皆様に川連漆器を購入していただくことができまし

た。地元に行くと地元の器で食事ができる取組です。 

その取組をされていた飲食店に、次訪れてみたら、食器が漆器から陶器になっていたこと

がありました。事情を伺うと、従業員が誤って漆器を食洗器で乾燥をかけ、壊してしまい、

それ以来食器が陶器になってしまったとのことです。事情は理解できるのですが、せっかく
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なら取組を継続してほしいと思います。形あるものはいずれ壊れてしまうので、秋田県はそ

れを補修するための制度があります。 

工芸品に限らず、モノは壊れるのが当たり前です。壊れたら終わりではなくて、それを修

理して使っていく。そこに工芸品の生産維持というものがあると思います。このような取組

がありますと日頃漆器に慣れてない方にもだんだん浸透してきます。 

２点目、「職人の育成と報酬確保」についてです。育成は進みましたが報酬の確保が難し

いという話をしました。 

新潟県村上市では、羽越しな布の伝統を繋ぐため、地域おこし協力隊に協力していただい

ています。地域おこし協力隊として任用し、職人の勉強をする取組が普及してきました。地

域おこし協力隊の任期は３年間で、技術の習得という意味では短いので任期後はどうなる

のかは私も気になっています。もちろん、地域おこし協力隊の任期後、職人として引き継い

だ方もいます。地域おこし協力隊の活用がうまくいくと報酬、生活費が稼げることができる

のだろうと思っています。 

３-２右側に久留米絣の例を記載しました。久留米絣では若い方を対象にもんぺをファッ

ション化しました。約１万円程度しますが、結構売れています。 

また、伝統的工芸品ではありませんが今治タオルはブランド化に成功しました。 

日本にタオルの生産者はたくさんいましたが、海外製に負けてしまいました。では今治タ

オルはどうしたかというと、佐藤可士和さんというデザイナーを使いました。今治タオルの

マークをつけた商品はいいものというブランド化をしていき、今治タオルをより高く売れ

るブランドにしました。久留米絣のもんぺもブランド化のひとつです。 

今一番売れている伝統的工芸品は何かご存じでしょうか。堺打刃物です。堺の包丁が売れ

ています。インバウンド客が一丁に数万円払います。和包丁は海外ではブームなのか、売れ

ています。 

包丁を砥いで復活ができるという物語を伝えると、インバウンド客は包丁を自国へ持っ

て帰ります。包丁をお土産として複数丁、数万円でも買って帰る人もいます。日本人よりも

インバウンド客が買うという報告がきています。 

伝統的工芸品産業は職人の報酬の確保ができないと、後継者の確保ができず、新規就業者

がどんどん退職してしまう。その解決方法として、ファッションデザイナーの起用や行政の

支援等がありますが、限界があります。作る人は作ることだけができた、売る人は売ること

だけをやってきましたが、今は製作も販売も職人に任せてしまった産地が多い。職人が自分

で売ろうと思っても、職人に売るノウハウはない。ネットで売れるかというと売れない。 

伝統的工芸品産業振興協会は青山スクエアがありますのでそこで売ることができますが、

全産地ができるわけではない。 

ある産地は卸、売る人が強い産地があります。職人が直売した方が職人の利益はあるので

すが、職人自身に注文が来ても、あえて卸を仲介して工芸品を売る産地があります。報酬の

確保として、これは一つ正解です。 

消費者があってこそ、自分たちの産地を維持してもらえる。職人へ直接注文が来ても必ず

卸を仲介しないと、職人の工賃が安くなってしまう。高く売れる数十万円の工芸品、数百万

円する工芸品でも職人の報酬は、半分か 30万円ぐらいしか入らない。そうすると職人とし
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て続けていられなくなってしまう。ある産地では、組合が全て営業をすることで職人の工賃

を３倍上げたところもあります。このような方法で維持安定している組合もあります。 

３点目「産地振興の受け皿組織再構築」についてです。丹波伝統工芸公園「陶の里」を紹

介します。 

産地とともに伝統的工芸品産業振興協会は伴走してきましたが産地が限界を迎えていま

す。産地が維持できなくなりつつあります。 

丹波篠山市は陶器の産地ですが、行政と観光で手を組んで産地振興に取り組んでいます。 

公園には登り窯があり、泊まり込みで登り窯での陶芸体験をするプロジェクトを開始し

ました。国も市も協働で取り組んでみたところ、一つの受け皿が出てきたと感じました。丹

波の伝統工芸公園「陶の里」という施設を一つ作ると様々なところから人が集まります。こ

れは一つの受け皿再構築であると考えています。 

次に石川県の七尾仏壇協同組合の事例です。 

能登の地震もありましたが、地震以前から組合存続が危うく、現在は組合を解散されてい

ます。それでも七尾仏壇を製造している職人はいます。 

製造している方々の受け皿をどうしたらよいかと悩んでいました。協会が認定している

資格に、伝統工芸士があります。伝統工芸士の組織である七尾仏壇工芸士会が新たな受け皿

となって事業を継続しました。これは一つの組織の再構築です。 

産地振興の受け皿をもう一度見直すというやり方もあるのかなと思っています。従来の

組織が駄目だからと切り捨てるのではなくて、新しい組織または連合体のようなものを作

っていくこともあります。 

その連合体の中でまとまっていく、そのような動きも一部出てきているという事例でし

た。受け皿の組織の再構築のような動きが一部始まってきていますという事例もありまし

たが、悲しい事例もあります。 

岡山県に勝山竹細工という工芸品があります。職人はいたのですが、師匠がいない。 

師匠はいないので自身で勉強して製作し、その方が全部引き継いでくれたら…という話

をしていたら、その方には肩の荷が重すぎてしまい、隣町に移転し、産地から職人がいなく

なってしまいました。岡山県は産地としては認めらないということで、産地指定を解除して

しまいました。 

製作者はいても、指定産地ではないところで製作されているということで指定解除とい

う決断を下されてしまった産地もあります。 

名古屋では昔から連合会を作っているところがあります。名古屋黒紋付染を含めた約３

つの産地が産地単独では組合を維持できないので、連合会を作りました。連合会を作ってい

る産地は他にもあります。 

黒紋付染繋がりでいうと、京黒紋付染も組合の維持が困難です。 

会社は残っていますが組合活動ができないので、京友禅協同組合に事務局をお任せしま

した。 

単独の産地だけでは組合の維持ができないという産地も出てきているのは事実ですから、

そのような産地を連合会のような組織が吸収できることもあるかもしれないということに

ついて補足させていただきます。 
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若い世代や外国の方の目には意外にも昔ながらの伝統的工芸品がかっこいいです。 

日本で伝統的工芸品を使わなくなったのは、団塊の世代からです。団塊の世代の教育の中

に伝統的工芸品はありませんでした。伝統的工芸品は古いものだということで、新しいもの

を文化生活に取り入れました。そのために団塊の世代のその子供たちも伝統的工芸品の教

育を受けてない。しかし今の若い人たちに昔ながらの伝統的工芸品を見せると、意外にも新

鮮でいいという反応がある。そのため、デザインが斬新なものがたくさんあります。 

小学生程度の年齢の頃から伝統的工芸品に触れること、いずれは壊れるので大事にする

こと、給食は金属ではなくて工芸品を使っていただきたいと思います。 

伝統的工芸品は使うからかっこいいという見方をしてほしい。伝統的工芸品は自然素材

であり、補修できることが世界から認められていることです。SDGs として世界が伝統的工

芸品を評価している。海外の方が伝統的工芸品を認めてくれていることも事実です。使うこ

とにより新しい価値が生まれることは、魅力の一つです。 

長野県の伝統的工芸品を買って毎日使いましょう。飾っては駄目です。まず自分たちが伝

統的工芸品を使わない限り誰も使ってくれません。まず地元で使わないと優先して売れま

せん。 

既製品がないときは職人に作ってもらいましょう。伝統的工芸品はあなたに合わせて作

ってくれる。昔は陶器のコーヒーカップはありませんでした。しかし誰かがコーヒーカップ

を陶器で作りました。それがまさに伝統「的」工芸品です。伝統的工芸品は現在の生活に合

わせたものを作ることができます。 

若い職人のパトロンにぜひなっていただきたい。若い職人はなかなか報酬が得られない

のでファンになっていただきたいです。 

長野県の自慢としてぜひ、伝統的工芸品を PRしていただきたい。 

長野県の伝統的工芸品を皆さんと一緒に世界に広めていきたい。軽井沢や松本は世界に

対するチャンスです。国際都市は軽井沢町だけでなく、松本市など他にもあります。長野県

は世界に対して伝統的工芸品を広めていく場所にあるのではないかと考えています。あり

がとうございました。 

 

【鈴木会長】 

佐藤専務理事、ありがとうございました。 

協会のある青山スクエアでは長野県からも南木曽ろくろ細工や信州紬などの伝統的工芸

品を出品されたりしています。インバウンド来客が多いです。 

 

【東委員】 

今のお話の中で共感したのは、「使う、増やす」ということです。小学校の給食の食器、

地元の飲食店で、地元の食器を使う。このような取組を行政としても支援できたらよいと感

じました。 

 

【鈴木会長】 

小学校の給食の食器については木曽漆器も取り組んでいらっしゃると思います。 



9 

 

 

【小林委員】 

取組を開始してから約 30 年になると思います。取組開始当時 1 人あたり 1000 円程度の

食器が今は５万円程度ですが、今でも小学生の給食の食器を作っています。 

この取組は地元、楢川地区の学校のみの取組です。塩尻市内全ての学校で木曽漆器製の食

器にすることができないかとお願いしたこともあります。予算的なこともありますが、難点

は必要数を生産できないということで実現していません。１年間に生産できる食器数に限

界がある。 

塗りは間に合わせることができますが、木地ができない。想定で 1 年に 5,000 個ぐらい

食器の生産ができないかと木曽漆器工業協同組合に相談してみたら 10分の 1が限界との反

応でした。特に木地の製造者がいない。木地師は全国的にも不足しています。 

箸に関しては塩尻市全ての小中学校で木曽漆器のものを使用しています。伝統的工芸品

の製造をする人が少ないことも課題ですが、原材料が少ないことも課題です。 

逆手に取って、30 年先は仕事があるという考え方もある。しかし、学校給食の場合は基

準が定められており、基準への対応や食洗器の問題などもあります。食洗器に対応した漆器

について、実験は全部終わっていますので、予算をいただければいつでも製造ができます。

売り込みに行きますのでよろしくお願いします。 

 

【鈴木会長】 

ありがとうございました。 

伝統的工芸品産業の振興で今後検討すべき課題について、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

（１）長野県伝統的工芸品産業振興方針「今後検討すべき施策」（視点）について 

【事務局（産業技術課 林課長）】 

産業技術課の林です。私の方から説明させていただきます。資料１－２をご覧ください。 

伝統的工芸品産業振興方針につきましては、令和６年３月に策定し、今日の資料に抜粋版

をお配りしてあります。その中の今後検討すべき施策について、視点としてまとめ、順次実

行に向けて検討を行っていくということとしております。 

現在、今後検討すべき施策は６つの視点を設定しており、資料１－２にはその視点ごとに

前回の審議会でのご意見や、現在取り組んでいる施策、今後の検討課題を記載しております。 

視点ごと簡単にご説明をしますので、今後どのような施策に取り組んだらよいか、その方

向性についてご意見をいただければと思っております。 

視点１、「多くの人々が共感できる目指す姿を設定する」取組について、留意点・方向性

に記載してあるとおり、目標設定の数値化に関して、昨年 11月から 12月にかけて、県政ア

ンケート調査を活用し、認知度調査を実施しております。結果の詳細につきましては、参考

資料４をご覧ください。伝統的工芸品の県内認知度につきましては最も高い木曽漆器で約

６割となっております。若年層を対象とした更なる魅力の発信や、消費者ニーズに合ったデ

ザイン性の高い商品作りへの支援が必要と考えております。また、この視点につきましては
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人手不足等によって、今後、組合活動にも工夫が求められてくることが見込まれており、新

たに小規模組合組織の活性化策や、組合連携に対する支援策、支援強化に向けて、県と市町

村の役割分担等について検討していく必要があると考えております。その点を、今後の検討

課題で記載しております。この点につきましてもぜひご意見ご提案をいただければと思っ

ております。 

次に視点２について、「将来を見据えて子供たちへの伝統的工芸品に関する教育の機会を

増やす」取組です。 

この視点２につきましては、昨年度の審議会で多くのご意見ご提案をいただきました。ご

意見ご提案等を参考にしまして今年度新たに伝統的工芸品スクール事業を実施しておりま

す。この事業は STEAM教育の視点から、伝統的工芸品の教材を作成しまして、総合学習等で

の活用を視野に入れ、学校へ展開していくことを目指しております。本日は作成した教材の

事業での活用方法や、職場体験に関する支援等についてご意見ご提案をいただければと思

っております。 

続いて視点３「インバウンドの活用、海外展開」の取組です。 

今年度新規事業として、伝統的工芸品産業稼ぐ力向上事業を実施することとしています。

この事業は、先端技術と伝統技術の融合等を通じ、機能性やデザイン性の高い商品開発を支

援し、国内需要のみならず、インバウンド需要の獲得や、海外展開を目指しています。販売

体制の構築についても、支援を行って伝統的工芸品産業の稼ぐ力の向上を図っていきたい

と考えております。伝統的工芸品地域内循環支援では、観光業やサービス業などで県内の事

業者の皆様が取り組む、伝統的工芸品を活用したイメージアップや、インバウンド戦略等に

繋げる取組に対して上限 10万円の補助金を交付して支援しております。 

今後の施策として、工房体験等で、観光と連携した体験型プロモーションの実施について

ご意見をいただければと思っております。 

視点４「作り手がなりわいとして持続できる環境の整備」の取組についてです。 

今年度の新規事業として産地留学や、工芸品のコア技術を動画等で見える化をして、技術

伝承を支援するためのツールを作成することとしています。 

今後の検討課題としては、これまでの事業評価や、事業継続のための人材育成確保の支援

策等が必要と考えていますので、この点についてご意見をいただければと思っております。 

続いて視点５「時とともに価値と輝きが増す本物で上質な信州独自のオリジナル工芸品

づくり」の取組です。 

先ほどの視点３でも説明しましたとおり、稼ぐ力向上事業を新規事業で実施することと

しています。工芸品の更なる魅力発信や、新たな製品作りについて、ご意見をいただければ

と思っています。 

視点６「パンフレット、ホームページ、SNSによる情報発信」の取組についてです。 

昨年度は県民参加型予算で、全県の伝統的工芸品を集めた常設展示場を木曽平沢に設置

する取組を支援するなど、様々な形で PRを行ってきています。時代に合った SNS戦略によ

り若年世代をターゲットとした効果的な情報発信を検討していく必要があると考えていま

すので、こうした点についてもご意見をいただければと思っております。 

資料の説明は以上となりますが、先ほどの佐藤専務理事の情報提供も参考にしていただ
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きながら、それぞれの視点で今後の検討課題等を踏まえて、今後長野県がどのような方向で

施策を進めていけばよいのか、ご意見をいただければと思っております。それではよろしく

お願いいたします。 

 

【鈴木会長】 

 ありがとうございました。 

これまでのご説明や資料等を参考にしていただきながら、今後の伝統的工芸品産業振興

などの方向性等について、順次ご発言をお願いします。 

 

【東委員】 

長野県立大の東です。佐藤専務理事からお話しいただき、大事だと思ったのは、「使うこ

とを楽しむ」ということです。その点は強調できればと思っております。 

そのためにまず第一歩としては視点２、教育の場での活用というのは何より必要と思っ

ております。例えば探究学習や義務教育といった枠組でご提案いただいておりますが、さら

に身近なところ、給食での利用や学校教育の場で、さらに一歩踏み込んで使えるような施策

があれば嬉しいと思っております。 

観光に絡めてインバウンドについてです。工房の体験や観光と連動した体験型プロモー

ションの実施ということで今後の検討課題としていますが、何らかの物理的な施設がある

とよいと思っています。現状の長野県では紹介いただいた丹波の「陶の里」のような施設は

私が知っている限りあまりないかと思います。 

例えば長崎県波佐見町では、観光できる施設を作りながらさらには宿泊施設も作り、産地

全体で観光事業等へ繋げていますし、さらには単なるクラフトツーリズムだけでなくて、グ

リーンクラフトツーリズムといった、農業や他産業との絡みでの観光というところも考え

ていますので、より広く様々なことを絡めながら観光に繋げていくことも必要と考えてい

ます。 

視点６、パンフレット、ホームページ、SNS等による発信についてです。今回の提案とは

少し離れるところもあるかもしれませんが、インフルエンサーの活用ということで、産地内

にスター職人を育てる、そのような職人を目指す人を育てていくというのも対外的にはア

ピールする上で武器になると考えています。具体的な事例があるわけではないのですが、そ

のようなスター的な職人を育て、その方を中心に産地をアピールしていくということも考

えてもいいと思っています。 

 

【石川委員】 

長野大学の石川でございます。視点１、２というのは、入口作りということになると思い

ます。伝統的工芸品にそもそも触れること、知ることがないという問題があります。私の大

学のゼミでも取り組んでいますが、学校教育にプラスして美術館や文化施設との連携もあ

ると思っています。上田市にサントミューゼという文化施設があり、そこには長野県の伝統

的工芸品「長野県農民美術」の常設展示があります。施設内のミュージアムショップに行く

と「長野県農民美術」が買えるようになっています。これらを通じて、伝統的工芸品に触れ
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ることができ、手にいれることができます。まさに入口作りになっていると思います。学校

教育をこのような空間や体験とつなげてもいいのではないでしょうか。 

それから視点３のインバウンドについてです。すでに県は、フランスのパリへの出展支援

などを行っていますが、もっと積極的な販路拡大を考えてはいかがかと考えました。例えば、

アメリカのサンタフェ市は国際的なクラフトフェアで有名です。そこに長野県のブースを

出展し、長野県の工芸品を広報・販売するといった規模感の販路拡大も考えられると思いま

した。国際的なクラフトのシェアでいうと日本国内のマーケットは１％もありませんが、ア

メリカは約 48～50％あるそうです。アメリカはマーケットとしては大きいので、大きな市

場で販売をする場を作ってはどうでしょうか。 

視点４、５についてです。この２つは繋がりが強いと思い、一つのものとして拝見してい

ました。もし取り組むのであれば、ワーキングチームを作って取り組むぐらいの機動性がな

いと難しいものだと思うので、組織作りが大事であると思いました。全国的なデザイナーの

組織として日本インダストリアルデザイン協会というのがあります。長野県にも同様のデ

ザインの協会があります。そのようなデザインの協会と連携し、新たな製品開発のためのク

ラフトとデザインのコラボレーションを組織作りから考える必要があると思いました。 

それから視点６について、ホームページのようなプラットフォームを作るということを

ここでは述べているのかなと思いました。先ほど東委員がおっしゃったように、モノを紹介

するだけでなく、伝統的工芸品に関するツーリズムや ECサイト（販売）と連携したプラッ

トフォームを作るという観点が効果的だと思いました。 

以上のように、６つの視点をバラバラに考えるのではなく、繋げて考えていく方がいいと

思いました。 

 

【大畑委員】 

長野県議会議員の大畑です。それでは私から３点ぐらいお話させていただきたいと存じ

ます。 

令和５年に制定された条例の基本理念は、需要の拡大、担う人材育成、新たなものづくり

の推進、この３つが掲げられております。令和７年度以降はその精神を実際に形にするとい

う大事な時期になっています。守るだけではなく、使って、そして稼いで繋いでいくことに

踏み出していかなければならないと感じています。先ほどの佐藤専務理事のご説明の随所

にヒントが隠されていると思います。 

伝統的工芸品はただの古いものや、観光の売上として扱うのではなくて、現在の暮らしに

活かせる存在として再定義をして、共感を呼ぶ姿を描くことが求められていくのではない

かと思います。しかし課題としては、産地ごとに発信の方向性がバラバラで、県全体として

どこに向かうのかが見えにくくなっているかと思います。 

生活者にとっての具体的なシーンが十分示されていないというお話がありました。工芸

品イコール飾るものといった固定観念を打ち破ることは、ある意味では日常に使われるも

のにも工夫していかなければならないという一つのアイディアや提言だと思います。 

私は県共通のビジョンとキャッチコピーを明確にすべきだと考えています。 

例えば、「県民が誇り、世界が欲しがる長野県の工芸品」というような目指す姿を、全工



13 

 

芸品共有して、統一したストーリーとして発信するということがこれから重要になってく

るのではないかと思っています。このメッセージを特に子供や若者、海外の人々にも届くよ

うに磨き、ブラッシュアップしていく必要性があるのではないかと思っています。 

世界を一つの市場シェアとして捉えていくことは、今後極めて重要な取組になってきま

す。特に欧米の人たちは、日本のアニメで育った方々が現在 40 代前後 50 代前半の年齢に

なっています。その方々は日本に憧れて来日をしています。その方たちが日本の工芸品に触

れるチャンスがあればよいと思います。その方たちは購買力があります。帰国しても工芸品

を購入したいという思いに駆られ、購入することができる。今はそういう時代になってきて

いるということを私は見聞きします。このような視点も重要になってくると思っています。 

インバウンドの活用について、特にインバウンドは買い物客としてだけでなく、工芸体験

を楽しむ参加者として位置づけるべきだと思っています。例えばオンライン旅行代理店で

宿泊予約と一緒に工芸体験を予約できる仕組みを整える、工芸体験をして工芸品を購入で

きる、EC サイトで工芸品をリピート購入して繋げる等の方法を確立していくことも必要に

なってくると思います。日本の文化、アニメを通じて育った 20 代から 40 代の海外の方は

工芸品の拡大には重要なポイントであると思います。 

視点５、工芸品のデザインについて、職人の方々も商品を開発する中で、石川先生がおっ

しゃったとおり、組織作りやプレーヤーがいることが重要だと思っています。そのプレーヤ

ーの方が化学反応などを起こしながら、工芸品を発信してくれると思います。このプレーヤ

ーを作るためには組織作りが必要だと思います。最近小諸のまちづくりについて伺いまし

た。小諸のまちづくりで成功しているのは、様々な若いプレーヤーがいること、様々なプレ

ーヤーが考えるアイディアが重要であるということです。小諸の事例は参考になったので、

伝統的工芸品においても工芸×デザインというのが欠かせないのではないかと思っていま

す。 

 

【粂井委員】 

長野経済研究所の粂井です。 

「今後検討すべき施策」について、施策を進めていく際に、工芸品の中には組織として施

策を進められる工芸品とそうでないものがあるように思います。その辺りもしっかりと支

援できるよう体制作りをしていただければ良いと思います。 

教育の分野の取組について、以前よりも踏み込んでいると思います。より一層高めていた

だくとともに、若年層にも工芸品との接点をさらに作ってもらえれば良いと思います。例え

ば、最近ではポケモン工芸展が非常に盛況だったという話もあります。1つのアイディアで

すが、長野県出身などの有名な方などとコラボして、ファンが注目する工芸品の製作、展示

をすることで、若者を含めた幅広い年齢層との接点づくりのきっかけになるのではないか

と思います。 

最後に 1つ質問ですが、インテリアブランドなどとのコラボなどをされる際、実際に職人

の皆さんが、企画検討から製品にしていくまでに、大体どのぐらい時間をかけているのか、

教えていただきたい。 
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【小林委員】 

完成する、しないはありますが、コラボや新商品は常にやっています。 

木曽漆器工業協同組合で飯椀、「まゆまり」というものを作っていますが、製品にするま

で２年ぐらいかかりました。様々なデータを集めながら漆の塗り方をどうするかというこ

とに時間がかかりました。早いものでは３ヶ月～１年ぐらいで完成します。 

 

【小岩井委員】 

新商品は常に頭の中にあって考えながら製作しています。 

信州大学の学生と「ハナサカ軍手ィ」という軍手と上田紬に関係することなどを検討して

もらい、それを安価で手に取っていただきやすい日用品として、使っていただくにはどうし

たらいいかということや、上田紬ではないのですが、養蚕の神様は猫と言われているので、

猫瓦せんべいといったグッズなどもイベントに向けて販売してもっと間口を広くしていく

こともしていきたいと思っています。割と簡単なものであれば相手方との検討を含めて数

ヶ月で完成します。 

 

【小林委員】 

補足させてください。 

伝統的工芸品同士でコラボをするというのは、駄目という訳ではないが、やらない雰囲気

があります。これまでにない製品や素材とのコラボはあります。ファミリーレストランの呼

び出しボタンを漆塗りにした製品もあります。 

 

【小岩井委員】 

上田市で上田紬を作っております小岩井と申します。 

佐藤さんのお話にありましたように身近なところ、地元でもっと使えるようにというこ

とはとても大切なことと思っています。 

最近は上田紬応援団というのを作ろうとしているところです。例えば地域のおばさま方

や余裕がある方が、10％引きで上田紬の商品をお買い求めいただいて、その方たちがお出か

けしたときに、上田紬の名刺入れや財布、ショルダーバック等を宣伝していただくというこ

とをやってみたらいいのではと検討しています。その方々に上田紬応援団であるというモ

チベーションを継続してもらうための組織づくりを自分たちでやらなければならないとい

う点で、仕事をやりながらその取組ができるのだろうかと悩んでいます。一度取組を始めた

ら何年かは続けていきたいのですが、その取組を何年も自分たちの力だけで続けていくこ

とができるのだろうかという点を考えています。 

教育の場について、先生方の負担だけでなく、工房見学に来ていただくとなると、工房や

職人にも負担があるというのも考えていただきたいです。工房見学対応に使える補助金な

どがありましたら、産地の方たちに「このような補助金があるから、子供たちが工房見学に

来た２～３時間は、この補助金を使って工房見学に対応ができる。」ということを紹介して

いただけたら嬉しいと思います。 

インフルエンサーについて、８月の出来事を紹介します。インフルエンサーのインスタグ
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ラムの閲覧をきっかけに、ドイツからご夫婦が工房へ来られました。今まで工房見学に来ら

れるというと、地域の旅行代理店を仲介するか、ホストファミリーの方を仲介して来られる

方が主で、その夫婦はインフルエンサーにも会ったこともないのにインスタグラムの情報

を頼りにして工房に来られました。新幹線で東京から上田まで来て、アプリケーションを頼

りに工房まで歩いてこられたことに私は驚きました。私はそのインフルエンサーの方にお

会いしたことはないのですが、通訳なしで片言の英語でお互い会話をして、とても楽しかっ

たと工房体験をして帰られました。今までこのような出来事はなく、SNSの力はすごいと思

いました。個人の工房の私達も、これはチャンスがあるかもしれない。情報発信の仕方で、

何か手応えが掴めるかもしれないということは、この８月の大きな収穫だったと思います。 

視点５、作り手のストーリーや伝統的工芸品の歴史的背景や産業の地元背景についてで

す。伝統的工芸品には必ずどうして栄えたのかという背景があると思っています。その歴史

を大切にしていきたいと常日頃から思っています。私が伝統工芸士になるきっかけで、自分

たちの歴史を伝えていかなければいけないというのは従来から思い、勉強を重ねていまし

て、今年から「蚕都みりょく発見!!!」という YouTubeを開設いたしました。QRコードを持

ってきましたので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。 

上田市は蚕都、お蚕様の都と言われています。私の同級生のことですが、上田市のサント

ミューゼという文化交流施設がなぜサントミューゼという名称なのか知りませんでした。

私は危機感を感じ、「蚕都」を発信していかなければいけないと思いました。蚕都はお蚕様

の蚕種から織物になるまでで栄えてきた土地ですが、そのことを知らない世代が広がって

はいけないという思いがあります。蚕都の中の一つが上田市で、上田紬が栄えてきた。蚕都

上田の中で上田紬が栄えてきた歴史を踏まえ、一つ一つ掘り下げ、取材をし、YouTubeに投

稿して発信ということをやっています。おかげ様で、13件 14件の動画を YouTubeにて投稿

をさせていただいております。なぜ長野県上田市で蚕都が栄えたのだろうかということを

発信することは、自分自身も勉強になります。協力してくださる皆さんが昔から勤勉で、蚕

の生産量を向上させたのは地域の人なのだということを感じています。 

楽しみながら、可能性を感じながら YouTubeへ動画を投稿しています。何かお知恵を拝借

することができたらと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

【小林委員】 

木曽漆器工業協同組合の小林です。よろしくお願いいたします。 

私は３年前に木曽漆器工業協同組合の理事長を拝命しまして、親しい人には目標を言い

ました。それは長野県内の全小中学校の給食で使う食器（お椀、お箸）を木曽漆器で作らせ

てもらいたいという目標です。現実は非常に難しいもので、お椀は大変難しく、お箸ならで

きるのではないかと思っていますのでぜひまたご協力をお願いしたいと思います。 

伝統的工芸品スクール事業に関連して、木曽漆器工業協同組合では、漆の体験授業を 40

年ほど続けています。 

先月、松本地域の高校 1年生３人が、伝統的工芸品に興味があるとのことで木曽平沢に来

られました。高校生たちは伝統的工芸品のことを知りたいとのことでしたので、長野県中小

企業団体中央会についても紹介をしました。そのとき残念に思ったことがあります。高校生
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なのである程度県内の伝統的工芸品を知っていると思っていたのですが、その高校生たち

は県内の伝統的工芸品は少ないと思っていました。全国と比較しても長野県は伝統的工芸

品が多いのですが、東北地方に多くの工芸品があると思っていたようです。松本にも伝統的

工芸品はあると教え、松本が主要産地の工芸品を全て紹介しました。 

なぜ東北地方に多くの工芸品があると思っていたのか高校生たちに聞いてみると、東北

地方には「伝統的工芸品」というイメージがあるとのことでした。長野県の伝統的工芸品は

そのものを知っていても伝統的工芸品であることを知らない。先ほど歴史の話がありまし

たが、歴史を語り継ぎながら伝統的工芸品はすごいということを、今の子供たちに伝えてい

かなければならないということを感じました。 

インフルエンサーについて、木曽漆器工業協同組合で海外のインフルエンサーを木曽平

沢へ招聘しようと週２回プロジェクト会議を開催しています。インフルエンサーはインバ

ウンド客への影響力が強く、集客に繋がりやすい。日本の旅行客は高額旅行商品への集客が

厳しいと観光事業者から言われ、少し寂しい思いをしました。伝統的工芸品産業の事業者と

して日本の方にもっとたくさん使って欲しい。特に地元の方や日本人の旅行者に伝統的工

芸品を使って欲しいと思います。インフルエンサーの方をきっかけとして工芸体験もして

ほしい、見学、職人の話も聞いてほしい。そのような案でインフルエンサーを招聘したらど

うかということを考えています。活用可能な建物があるのでゼネコンと組んで活用してい

こうと考えていますが、何をやるにも資金がない。インフルエンサーを招聘する事業につい

ては、観光庁の補助金を活用させていただいています。ホームページを一新するため、経済

産業省の補助金を活用しています。 

かつて木曽漆器工業協同組合には約 500の事業所がありましたが、現在は事業者数 100を

切っています。そうすると組合の維持も難しくなっております。一番難しいのは組合の事務

局です。昨日 1人退職し、組合としては県内で一番大きい組織ではあるのですが、しっかり

取り組んでいくことが難しい。組合役員といっても専任ではなく非常勤なので、３日に１回

程度の頻度でしか事務局との打ち合わせができないという課題があり、県の方に何か解決

策はないかとお願いしているところです。 

伝統的工芸品は魅力的なものだというのが県の施策であり、施策が広まってきたのか、来

客数が非常に増えました。奈良井宿はオーバーツーリズム気味、木曽平沢は３年前に比べる

と来客数は約３倍増えました。漆器まつりにも人が集まります。 

補助金を活用するにも書類作成のできる専門的知識のある人が組合事務局にいないため、

塩尻市の職員に助力いただいています。書類作成ももっと簡潔にできる方法はないだろう

かと思っています。 

 

【常田委員】 

教育の視点ということで視点２を中心にお話ししたいと思っております。 

伝統的工芸品スクール事業について、伝統的工芸品を題材とした教材を作成するという

取組でありますが教材の中身が大事だと考えています。例えばその教材が指導計画のプロ

グラムの一つのパッケージとして組まれた教材として考えられているようであれば、教育

現場としては使いづらいものになってしまうということを感じてしまいます。パッケージ
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化されたものは、目の前にいる子供が違ったり、地域が違ったりすると、教育現場としては

使いづらいものとなってしまう。 

先ほど工房見学に対する補助金というお話もありましたが、教育現場としては職人と子

供たちを出会わせたい。しかし、学校には職人との繋がりもなく、どのようにしたらいいか

わからない先生方も多いと思います。そのような先生方のために伝統的工芸品スクール事

業の教材を活用し、授業で職人を学校に呼べるとよいと思います。原材料で入手しにくいも

のは提供いただく、給食の食器で工芸品を使う、学校に工芸品を展示するといったモノや人

を提供していただくような事業というのも考えていただきたいと思います。 

STEAM教育や探求的な学習を進めていく上で、教育現場で困るのは最初の課題意識を持つ

ところです。教員主導になってしまいがちで、子供たちが課題を持てないまま探究学習に入

り、探求が深まらない浅い学習になってしまうという課題もあると思います。そのようなと

きに、授業で伝統的工芸品についてこのような問題や課題があるという提案をしていただ

くというのも手段と感じています。探究的な学習の時間の中で、子供たちに商品開発をして

もらうというのも一つのアイディアと思います。 

視点６、広報の仕方についても、子供たちに考えてもらう。「大人たちは困っています。

みなさんから広報のアイディアをください。」と言えば、子供たちは真剣に考えます。中学

生高校生ならなおさらです。今の子たちは様々なアイディアを持っているので、その中で職

人さんとの出会いや本物の材料に触れることで、「この内容だったらこんな商品できそう

だ。」といった発想が出てくるのではないかなと感じています。そのようなモノや人との出

会いにつながる教材であればいいと思います。子供たちに商品開発をしてもらうという事

業や教材であるなら、ぜひ発表する場も設けてあげたいと思います。子供たちに集まっても

らい、職人を前にして商品提案をしようという場があると子供達はモチベーションが上が

ってきます。実際に私達が作ったもの、考えたことが商品として実現するとなると取組は変

わってくると思っています。先ほど石川委員からもお話がありましたが、視点２は教科教育

だけでなくて一体的に考えていくことも一つ大事になると思います。 

 

【矢島委員】 

今お話しいただいた視点というのは大切なところだと感じました。 

視点１から６まで全て繋がっていると審議会で感じており、今の子供たちが未来の伝統

的工芸品の作り手・伝え手・買い手であり最も伝えていく対象だと思っています。未来に対

して、どの事業が重要かというよりは、事業全てが連携していることが重要です。一つ一つ

の事業が縦割りになってしまっては、単体で良い事業であっても、最大の効果を発揮できな

いと思います。行政の仕組み上、簡単ではないことは重々承知していますが、様々な課が情

報連携をしながら、うまくバトンを渡し合って費用に見合うビジョンの結果を出すには、長

野県を含め市町村とどのように情報連携し合っていくのかという点も設計の中に組み込ま

れているとよいと思います。新たな取組の効果をその事業単体で測るのも一つだと思いま

すが、「この効果に繋がったのは全ての事業があったからである。この事業効果は総合的な

取組の力による。」というようなことが言えると、他ではない先進的な事例になるというの

を感じました。 
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もう一点、子供たちに大人が助けを求めるという視点も大切です。子供たちのために大人

が何かをしてあげるという姿勢では、子供たちは本気になれない。私も教育事業をやる中で、

子供たちに教えるより、子供たちのやりたいという想いに伴走するのが一番効果があると

感じています。子供たちは、未来の市場を作っていく人たちであり、未来を牽引していく主

役、大人はサポーター役です。 

例えば、小中高校生に本審議会に参加してもらうのはいかがでしょうか。この審議会は未

来の担い手である若者たちのための審議会であるはずですので、次の審議会の場には小中

高校生たちが来てくれるような連携ができたら素敵ですね。未来のプレーヤーを巻き込む

取組ができるとよいと思いました。 

 

【小沼委員】 

松本十帖の小沼です。今日はオンラインにて出席をします。 

私は松本市にて宿泊施設を中心とした複合施設を経営しています。特に関わってくるの

が視点３のインバウンド部分です。現場としては実際に日本人の旅行者の方は減っていて、

代わりにインバウンド旅行客が増えている傾向が見られます。おそらくこの傾向は今後加

速していくのではないかと感じています。 

観光において、インバウンドは高付加価値が注目されていて、100万円以上消費するよう

な方がターゲットの一つとなっています。インバウンドに対象を限定して、ターゲット層に

より訴求できるような工芸品を定めて、実際にその工芸品に触れる体験をきちんとデザイ

ンし、旅行商品とすればより魅力を伝えられると思っています。外国語対応できるガイドを

付け、具体的な手段も含めて旅行商品化して体験していただく。インバウンドの旅行者たち

は発信力のある方が多いと思うので、その方が体験するだけではなく、その次の集客に繋が

っていくこともあるのではないかなと思いました。体験商品として一つあれば、国内外のイ

ンフルエンサーの方の招聘や発信に繋げるということも考えられるのではないかと思いま

した。 

先ほど佐藤専務理事のお話にもあったデザインについてです。私達の施設にもライフス

タイルショップがあり、長野県の商品も取り扱っています。伝統的工芸品ではないのですが、

松本だるまという松本に伝わる特徴的なだるまがあり、それをモチーフにした商品を実際

に販売しています。松本だるま自体がかわいらしく、今の暮らしにも取り入れやすいデザイ

ンというのもあります。松本市内で民芸品と様々な作り手を繋げて、新しいものづくりをさ

れている作家さんがおり、その方が松本だるまのポストカードを作りました。ポストカード

は人気で松本だるまの直接的な販売ではありませんが、ポストカードの販売は伝統的なも

のを紹介することに繋がっていくのではないかなと思っています。伝統的工芸品そのもの

を販売するっていうのはなかなか難しいと言われることもあり、販売機会も増えないとい

う点で共感しました。 

 

【古畑委員】 

 本日から議会が開会になってしまい、WEBからの出席で大変申し訳ございません。 

視点の１から６について今後の検討課題も含めてこれは進めていくべきものと思いなが
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らも、行政側の人間として心配なのは、検討課題のアクションプラン、これに向けて次何を

どのようにアクションしていくのかという点がはっきり見えないと思いました。 

木曽漆器工業協同組合の理事長でもある小林委員のいる場で大変恐縮ですが、事例を紹

介します。塩尻市は地域おこし協力隊制度を活用して職人の後継者を育成し、今年で３年目

になります。現在までに２人の方が地域おこし協力隊として伝統的工芸品産業に入りまし

たが、２人目の地域おこし協力隊の方がミスマッチで退職となりました。 

アクションをやっているとなかなかうまく進んでいかないことが出てきます。おそらく

ここに記載のある検討課題も次のアクション、何をやっていくかということをしっかり示

していく。それでも多分うまく進まないことは多々あると思いますが、その点をもう一つ一

つやっていくということが大事であると思いました。 

二つ目で個人的に感じているのは、伝統産業に限ったことではなく、塩尻市の場合は中小

企業全てに言えることです。経営者の方 1人が何でも対応する関係で、工房見学を受入れた

場合に、１人の職人が全て対応することになってしまう。そこがネックで、塩尻市も様々な

取組をやろうとしたときに、小規模の事業者であるが故に展示会に行けない、販売促進でき

ないという話が出てきたりする。次のアクションを具体的にやってみて、そこで色々課題が

出てくると思いますので、それを潰しに入るというフェーズにそろそろ入っていかなけれ

ばならないかなと思いました。 

 

【鈴木会長】 

ありがとうございます。 

委員の皆様、ご発言をいただきましてありがとうございます。 

委員の皆様、改めて発言等ある方もいらっしゃるかとは思うのですが、時間に限りもござ

いますので、先に進みたいと思います。 

委員の皆様から多くの意見をいただきましたので、事務局で今後、具体的な政策を検討す

る際には、意見を参考にさせていただくことがあるということでお願いしたいと思います。 

 

（２）長野県知事指定の伝統的工芸品の新規指定について 

【鈴木会長】 

続きまして、長野県知事指定の伝統的工芸品の新規指定に関する意見聴取でございます。

長野県の伝統的工芸品を未来につなぐ条例第８条第２項において、長野県知事指定伝統的

工芸品として指定を行う場合は本審議会の意見を聞くとされていますので、事務局から説

明をお願いします。 

 

【事務局（産業技術課 峯村課長補佐兼保安・伝統産業係長）】 

産業技術課の峯村と申します。 

県の伝統的工芸品の新規指定について資料２-１に基づいて、説明させていただきます。

今回の指定候補である松本押絵雛を委員の皆様の下へ回覧しておりますので、ご確認いた

だきながらお聞きいただきたいと思います。 

資料２－１、指定要件についてです。条例の第８条で記載の４つの要件、いずれも該当す
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る場合は、指定するというものでございます。 

続いて申出者の条件は指定要綱に定められており、長野県知事指定の場合は表の左欄①

もしくは②に該当する場合であれば可能ということでございます。 

今回の指定案件は松本押絵雛の１件でございます。詳しくは後ほどご説明いたします。続い

て指定までの流れについて説明させていただきます。①から⑥とあり、詳しくは資料２－２

に記載をしています。説明は割愛させていただきますので、ご覧いただければと思います。 

指定の意義について説明させていただきます。伝統的工芸品の指定をされると、伝統的工

芸品であることを示すマークを製品、パンフレット、ポスター等に表示することが可能であ

り指定後は一体的に情報発信し、ブランド力を向上させ作り手の意欲向上、それから消費者

の購買意欲高揚、工芸品の知名度向上を図っていくということでございます。 

これら指定に関して、必要な事項を定めました指定要綱、事務取扱要領、これらを補完す

る基本的な考え方、要綱の解釈、それぞれ参考資料５～８に添付しておりますので、ご覧い

ただければと思います。 

続きまして、今回の指定候補案件の概要について説明いたします。 

指定候補の工芸品名称は松本押絵雛、申出の代表者はベラミ人形店の三村隆彦氏でござ

います。資料２－３をご覧ください。申出の代表者はベラミ人形店の三村様、１者からの申

出です。現在 10名が従事しております。工芸品の起源は江戸時代後期、松本藩戸田氏の時

代に藩の殖産興業の一つとして、押絵雛づくりが藩士の家庭で奨励されたという説が有力

です。明治時代中期には生産の最盛期を迎え、当時押絵雛作りは松本の主要産業の一つであ

り、県内各地それから県外へも出荷されておりましたが、明治 45年の大火で松本市の多く

が焦土になり、押絵雛づくりを担っていた士族の離散がありました。そこから昭和初期ごろ

までは商品としての押絵雛は一旦衰退をしました。昭和 45年からベラミ人形店様が博物館

や民間に残る押絵雛を参考に生業として復活させました。 

製造工程、主要原材料については押絵雛製造工程をご覧ください。現物を見ながらお読み

いただければと思います。 

続いて指定の要件について説明します。指定要件チェックリストの（1）から（４）、（５）

の申出者の条件があります。 

事務局にて参考文献や現地調査に加えて、県内全市町村へ類似品などの調査を実施した

結果、類似品はなく、いずれも要件を満たしているということを確認しております。 

明治時代には松本の主要産業でしたが、一度衰退した松本押絵雛をベラミ人形店が伝統

的な技法、技術、原材料で、生業として復活させたということは、指定要綱第４の第２号の

「特別な事情」に該当するということで 1者での申出が認められると判断しております。 

以上のことから、指定要件および申出者の条件はいずれも問題ないと事務局では判断し

ております。 

 

【鈴木会長】 

ありがとうございました。事務局から長野県知事指定伝統的工芸品の指定要件やその基

本的な考え方などについて説明と、今回の指定候補である松本押絵雛について、工芸品の概

要や歴史、指定要件について説明がございました。これまでの事務局の説明に対して、ご質
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問ご意見等ございましたら挙手願います。 

 

【石川委員】 

原材料が概ね 50年以上継続的に使用されているかという点について、回覧している押絵

雛に使われている原材料は松本押絵雛製造工程に記載の主要原材料の要件を満たしている

と理解してよいでしょうか。 

 

【事務局（産業技術課 峯村課長補佐兼保安・伝統産業係長）】 

ベラミ人形店では文献などから押絵雛を復活させ、当時からの製造工程を現在も継続し

ており、50年以上使われています。 

 

【鈴木会長】 

今回指定候補である松本押絵雛について、審議会の意見としては、県知事指定工芸品にす

ることが適当であるということでよろしいでしょうか。 

 

【委員の皆様】 

異議なし。 

 

【鈴木会長】 

ありがとうございます。 

それでは指定は適当であるとの意見とさせていただきます。 

各委員の皆様から何かございますか。（特段なし。） 

以上で本日予定していた議事は終了しました。本日は、委員の皆様方から今後検討すべき

政策の具体的な内容等、それから多くのご意見、ご提案をいただきました。本当にありがと

うございました。議事の進行について、ご協力いただき、お礼を申し上げ、事務局にマイク

をお返しします。 

 

５ 閉会 

【事務局（産業技術課 樋口企画幹兼課長補佐）】 

鈴木会長、議事の進行お疲れ様でございました。また委員の皆様も長時間にわたりまして

ご審議ありがとうございました。閉会に当たりまして、米沢産業労働部長からご挨拶を申し

上げます。 

 

【米沢産業労働部長】 

本日はありがとうございました。 

いただいたご意見は今後の施策に反映したいと思います。我々が欠落している視点、例え

ば子供たちは次の世代の方であり、伝統的工芸品を引き継いで使っていくものだという視

点です。子供たちに伝統的工芸品を引き継いでいくことは教育の中で議論をすればよいと

いう考えもありますが、一方で使っていただくにはどうすればよいのか、伝統的工芸品がど
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のように維持されていくのかを考えて、それぞれのところで情報発信をしていく姿勢も行

政視点のみだけでなく、今後産地が維持できるように今日の議論を踏まえて施策を実施し

てまいりたいと思います。 

また松本押絵雛に対しまして指定の議論ありがとうございました。指定に向けた手続き

に入らせていただきます。本日はありがとうございました。 

 

【事務局（産業技術課 樋口企画幹兼課長補佐）】 

それでは最後に事務局からご連絡でございます。 

本日の審議会の議事録につきましては、事務局で後日作成しまして、委員の皆様にご確認

いただく予定にしておりますので、お手数でございますが、発言部分のご確認につきまして

ご協力の方お願いしたいと思います。 

あと最後になりますが、令和５年 10 月に審議会委員として任命いたしました 10 名の委

員の皆様、常田委員はまだ任期がございますが、残りの 10名の皆様におかれましては、２

年の任期ということになりますので、９月末までの任期となっております。 

お忙しい中伝統的工芸品産業の振興に関する審議等に関わっていただきまして大変あり

がとうございました。 

今後につきましてまた再任をご相談させていただくこともあるかと思いますので、その

際はぜひ前向きに御検討いただきたいと思っています。 

それでは、以上をもちまして本日の審議会は終了とさせていただきます。皆様ありがとう

ございました。 

（以上） 


